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住

宅

入
居
募
集

旭日団地

潮見団地幌内団地

魚田団地

沢木団地

緑町団地

入
居
資
格

《
共
通
事
項
》

	・	

雄
武
町
内
に
住
所
を
有
す
る
人
、
ま
た

は
有
す
る
こ
と
に
な
る
人
。

	・
町
税
な
ど
に
滞
納
が
な
い
こ
と
。

◉
町
営
住
宅
（
団
地
）

	・	

所
得
が
政
令
月
収
で
一
般
世
帯
は
15
万
8
千

円
、
裁
量
世
帯
は
25
万
9
千
円
を
超
え

な
い
こ
と
。

※	

政
令
月
収
と
は
、
給
与
所
得
者
は
１
年

間
の
給
与
所
得
控
除
後
の
金
額
に
、
自

営
業
者
は
１
年
間
の
事
業
所
得
か
ら

必
要
経
費
を
控
除
し
た
金
額
に
、
扶
養

控
除
等
を
差
し
引
い
た
額
を
12
で
除

し
た
も
の
で
す
。

※	

裁
量
世
帯
と
は
、
高
齢
者
世
帯(

60
歳

以
上)
、
高
齢
者
と
18
歳
未
満
の
世
帯
、

障
害
者(
障
害
の
程
度
に
よ
る)

が
い

る
世
帯
、
乳
幼
児
が
い
る
世
帯
、
婚
姻

後
2
年
以
内
で
夫
婦
と
も
に
35
歳
未

満
の
世
帯(

小
学
生
以
下
の
児
童
が
い

る
場
合
も
可)

な
ど
で
す
。

◉
サ
ン
ラ
イ
ズ
ビ
レ
ッ
ヂ

	・
満
35
歳
未
満
の
独
身
勤
労
者
。

◉
す
も
っ
と
お
う
む

	・	

雄
武
町
内
で
就
労
し
て
い
る
、
ま
た
は

就
労
予
定
で
あ
る
こ
と
。

申
込
方
法

	・	

役
場
備
え
付
け
の
申
込
用
紙
に
入
居
す

る
人
の
住
民
票
を
添
え
て
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

	・	

平
成
29
年
１
月
１
日
に
他
市
町
村
に
お
い

て
住
民
登
録
さ
れ
て
い
た
人
は
当
該
市
町

村
で
発
行
さ
れ
る
市
町
村
民
税
課
税
証
明

書
、
所
得
証
明
書
な
ど
の
直
近
１
年
分
の

所
得
が
分
か
る
も
の
と
、
納
税
証
明
書
も

あ
わ
せ
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

	・	

町
営
住
宅
お
よ
び
サ
ン
ラ
イ
ズ
ビ
レ
ッ

ヂ
に
申
し
込
み
の
際
は
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
通
知
カ
ー
ド
を
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。

選
考
方
法

・	

申
込
者
多
数
の
時
は
、
住
宅
困
窮
度
の

高
い
人
か
ら
入
居
決
定
し
、
困
窮
度
が

同
じ
場
合
は
抽
選
と
し
ま
す
。

※
住
宅
の
情
報
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も

公
開
し
て
い
ま
す
。
申
込
用
紙
も
ダ
ウ			

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

	http
://w

w
w
.to
w
n
.o
u
m
u
.

hokkaido.jp/

※
住
宅
使
用
料
の
お
支
払
い
に
は
、
安
心

便
利
な
口
座
振
替
が
利
用
で
き
ま
す
。

応
募
締
切

継
続

随
時
受
付

※	

問
い
合
わ
せ
時
に
募
集
を
終
了
し
て
い

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
税
財
管
理
課
管
財
係

サンライズビレッヂ

沢木町有住宅 末広一区団地

団地名 間取り 建築年度 戸数 家 賃 単身

継続

沢木 2LDK 平成 23 年 1 18,800 円 ～ 43,100 円 可

旭日 3LDK 平成 5・12 年 2 21,000 円 ～ 54,800 円 不可

末広一区 3DK 昭和 51 年 1 8,400 円 ～ 15,000 円 可

緑町 3LDK 平成 22 年 1 20,700 円 ～ 47,600 円 不可

潮見 3LDK 昭和 62 年 1 17,400 円 ～ 40,000 円 不可

魚田 3DK 昭和 52・53 年 2 9,100 円 ～ 17,700 円 可

幌内 3LDK 昭和 51・59 年 3 7,800 円 ～ 20,700 円 可

間取り 建築年度 戸数 家 賃 単身

継続 1LDK 平成 5・6 年 2 30,000 円 専用

間取り 建築年度 戸数 家 賃 単身

継続 3LDK 平成 14 年 1 34,400 円 不可

◉町営住宅

◉サンライズビレッヂ

◉沢木町有住宅

間取り 建築年度 戸数 家 賃 単身

継続 1K 平成 28 年 1 34,000 円 専用

◉すもっとおうむ

すもっとおうむ

５
月
12
日
㈯
か
ら
18
日
㈮
ま
で
は
、
民

生
委
員
活
動
強
化
週
間
で
す
。

民
生
委
員
児
童
委
員
は
、
地
域
の
誰
も

が
幸
せ
で
安
心
し
た
生
活
を
送
れ
る
よ
う

に
応
援
し
て
い
ま
す
。

町
内
す
べ
て
の
地
区
に
は
担
当
委
員
が

お
り
ま
す
の
で
、
在
宅
生
活
に
関
す
る
こ

と
、暮
ら
し
の
こ
と
、家
族
関
係
の
こ
と
、

育
児
・
教
育
の
こ
と
な
ど
、
何
か
心
配
ご

と
が
あ
り
ま
し
た
ら
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

民
生
委
員
児
童
委
員
に
は
、
守
秘
義
務

が
あ
り
、
相
談
内
容
や
身
の
上
な
ど
の
個

人
の
秘
密
が
他
に
漏
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。

民
生
委
員
児
童
委
員
の
中
に
は
、
子
ど

も
の
こ
と
を
専
門
に
担
当
し
、
活
動
す
る

「
主
任
児
童
委
員
」
も
お
り
ま
す
。

問
保
健
福
祉
課
社
会
福
祉
係

相
談
員

	・
三
浦

健
一

氏
（
末
広
町
１
区
）

	・
目
黒

菊
代

氏
（
幸
町
）

	・
山
岡

良
佳
治

氏
（
末
広
町
２
区
）

問
保
健
福
祉
課
社
会
福
祉
係

相
談
セ
ン
タ
ー
ふ
く
ろ
う
で
は
、
オ

ホ
ー
ツ
ク
総
合
振
興
局
か
ら
の
委
託
に
よ

り
、
出
張
相
談
会
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

生
活
で
の
困
り
事
や
悩
み
事
を
抱
え
な

が
ら
ど
う
し
た
ら
良
い
か
わ
か
ら
な
い
な

ど
の
相
談
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

相
談
セ
ン
タ
ー
ふ
く
ろ
う
が
、
あ
な
た

の
悩
み
を
ど
う
し
た
ら
解
決
で
き
る
か
一

緒
に
考
え
て
い
き
ま
す
。

秘
密
は
厳
守
し
ま
す
の
で
、
ま
ず
は
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

日
程

6
月
6
日
㈬
、
7
月
4
日
㈬

									

8
月
1
日
㈬
、
9
月
5
日
㈬

時
間

13
時
～
14
時

場
所

役
場
庁
舎
別
館

小
会
議
室

利
用
方
法

希
望
日
の
2
日
前
ま
で
に
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

問
オ
ホ
ー
ツ
ク
相
談
セ
ン
タ
ー
ふ
く
ろ
う

☎
０
１
５
７
‐
２
５
‐
３
１
１
０

民
生
委
員
児
童
委
員
活
動
強
化
週
間

特
設
人
権
心
配
ご
と
相
談
所
開
設

社
会
福
祉

相
談
セ
ン
タ
ー
ふ
く
ろ
う
無
料
相
談
会

５
月
は
赤
十
字
社
員
増
強
運
動
期
間

全
国
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
で
は
、
人

権
擁
護
委
員
法
の
施
行
日
で
あ
る
６
月
１

日
を
「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」
と
定
め
て

い
ま
す
。

全
国
の
人
権
擁
護
委
員
は
こ
の
日
を
自

己
研
さ
ん
の
日
と
し
、
全
国
各
地
で
こ
の
日

を
中
心
に
人
権
擁
護
委
員
制
度
の
周
知
と

人
権
思
想
の
普
及
促
進
に
努
め
て
い
ま
す
。

町
で
は
、「
特
設
人
権
心
配
ご
と
相
談

所
」
を
開
設
し
ま
す
。
人
権
問
題
で
お
悩

み
の
人
は
、
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

相
談
は
無
料
、
秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま
す
。

開
設
日

６
月
１
日
㈮

時
間

13
時
～
15
時

場
所

役
場
庁
舎
別
館

中
会
議
室

集
ま
っ
た
社
資
は
、
災
害
救
護
活
動
や

国
際
活
動
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
事
業
に
活

用
さ
れ
ま
す
。

問
保
健
福
祉
課
社
会
福
祉
係

  

雄武町森林組合に勤めている
佐々木伸行さんが、北海道青年
林業士に認定されました。

青年林業士制度は、平成 22
年度に創設。持続的な森林資源
の維持・造成を目的に創設され
た制度です。

3 月 26 日㈪、役場で行われ
た認定証の交付式では、オホー
ツク振興局西部森林室前田室長
から佐々木さんに認定証が贈ら
れました。

森林づくりに強い熱意を持ち、
指導力のある林業後継者が、各
地で認定されています。
問産業振興課林務係

北海道青年林業士に認定

赤
十
字
は
、
国
民
一
人
一
人
か
ら
の
善

意
の
赤
十
字
事
業
資
金
（
社
費・寄
附
金
）

と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
よ
っ
て
支
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

個
人
や
法
人
な
ど
、
赤
十
字
事
業
の
趣

旨
を
理
解
し
て
い
た
だ
い
た
人
で
、
毎
年

一
定
額
（
５
０
０
円
以
上
）
の
社
費
（
会

費
）
を
納
入
し
て
い
た
だ
け
る
人
（
赤
十

字
社
員
）
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

赤
十
字
に
奉
仕
す
る
地
区
協
賛
委
員
が

自
宅
に
伺
い
ま
す
の
で
、
一
人
で
も
多
く

加
入
し
て
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

↑佐々木 伸行さん


